
 
政府は、精神障害当事者をはじめとする国民の圧倒的な批判の中で精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律の一部を改正する法律（案）の成立を試みました。しかし、厚生労働省は国会での質問に答えられない場面もあり、

参議院先議にもかかわらず記録的な長時間の審議の後、法案成立を断念して継続審議となりました。  

その後の臨時国会では解散・総選挙となりこの精神保健福祉法「改正」法案は廃案となりました。ところが、2018

年の国会で政府は法案をほぼそのままの形で提出し成立させようとしています。  

私たちはこの「改正」法案は以下 5 点の理由で二度と国会に提出されてはならないと考え、緊急署名を呼びかけ

ます。  

 

 １ 相模原事件を契機に「精神障害者による犯罪」を防ぐための精神保健福祉法の見直しに力点が置かれたこの

法案は、精神障害者は犯罪をしやすい危険なものであるという差別と偏見を助長し再生産するものであること。  

 ２ 法案は精神障害者の措置入院後の支援計画を立てるとしているが、その計画作成過程に本人の意向は必須と

されず、法文上では本人は「計画」を交付される客体とされ、支援計画を作ることは自治体の義務とされて本人の意

向を無視した計画が作られる可能性が残りそれは支援の名に値しないだけでなく、憲法で定められた自由権の侵害

になること。  

 ３ 退院後支援計画を作る精神障害者支援地域協議会には警察の参加が想定されており、退院後支援が精神障

害者への監視として運用されかねないこと。  

 ４ 措置入院者の個人情報が退院後支援計画の作成過程で援助関係者の中で共有されるが、援助関係者の中に

は警察の参加も想定されており、警察が精神障害者の監視のために個人情報の利用をしかねないこと。  

 5 こうした監視が措置入院経験者という理由で行われるとすれば、それは正当な理由とは言えず、憲法で定められ

た平等権を侵し、措置入院経験者への差別となること。  

 

 

 

よびかけ団体  

〇心神喪失者等医療観察法をなくす会  

〇国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会  

〇認定 NPO 法人大阪精神医療人権センター  

〇心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク  

〒 173-0004 東京都板橋区板橋 2－44－10－203 北部労法センター気付  

 

精神保健福祉法「改正」案 

再提出阻止  

緊急署名のお願い 



内閣総理大臣殿  
厚生労働大臣殿  
  

要請 

私たちは すでに廃案となった精神保健福祉法「改正」案の再提出をしな
いように要請します  

 
  
２０１８年 2 月〇日  
 
  

団体名 公表の可否 連絡先 
   

 
個人名 公表の可否 連絡先 

   

 
 
 
 
第二次集約 2018 年 1 月 25 日  
第三次集約 2018 年 2 月末日 
  
集約先  
心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク  
郵送は 〒 173-0004 東京都板橋区板橋 2－44－10－203 北部労法センター気付  
お問い合わせ電話 080－8115－2172（関口）  
 
※集約後署名一覧を連名で政府に提出するとともに、呼びかけ団体ニュース、ホームページほかに公表 
します。政府あてには団体・個人それぞれの連絡先は提出しません  
 
サイトからも署名できます。精神保健福祉法案 緊急署名 で検索してください  
https://antimhabill.jimdo.com/  


